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（表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏）
１　本証は、富岡町地域おこし協力隊業務に従事する者は、必ず携帯しなければならない。
２　本証の有効期限は、交付した日の属する年度の末日とする。
３　本証は他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。
４　本証を紛失したときは、速やかに届け出なければならない。
５　本証は、富岡町地域おこし協力隊でなくなったときは、速やかに返還しなければならない。
身分証明書

　　　　　　　　
　　　　　　　　（氏名）

（生年月日）


　上記の者は富岡町地域おこし協力隊員であることを証明する。

　平成　　年　　月　　日
　富岡町長　　　　　　　　　　印
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